
 

 

 

 

 

 

 

 

 

入  札  説  明  書 

 

（西京区総合庁舎清掃業務委託） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西京区役所 

 

 



本一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書

によるものとします。 

 

１ 入札に付する事項 

⑴  調達件名 

西京区総合庁舎清掃業務委託 

⑵  調達物品の特質等 

入札説明書及び仕様書のとおり 

⑶  契約期間 

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者 

⑴  入札の前に確認する資格（以下「事前確認資格」という。） 

ア 入札書を提出しようとする日（以下「申請日」という。）の前日にお

いて京都市契約事務規則（以下「規則」という。）第４条第２項に規定

する一般競争入札有資格者名簿（物品）に登載されている者（以下「登

録業者」という。）又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和４

年８月８日付け京都市告示第２８７号（以下「告示」という。）に定め

る物品の資格の申請を行っていること。 

イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入

札等取扱要綱（以下「要綱」という。）第２９条第１項の規定に基づく

競争入札参加停止（以下「参加停止」という。）を受けていないこと。 

ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法

人の代表者の委任を受けた者（以下「代表者等」という。）が、本件入

札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。 

⑵  開札の後に確認する資格（以下「事後確認資格」という。） 

ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を

行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者



であると認められていること。 

イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間にお

いて、参加停止を受けていないこと。 

 

３ 入札への参加申込 

  入札に参加しようとする者は、下記の書類等を提出すること。 

 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がな

いと認められた者は、本件入札に参加することができない。 

⑴  提出書類等 

・（別紙１）参加票 

・ＩＳＯ１４００１又はＫＥＳ認証取得登録証の写し 

⑵  提出先 

〒615-8522  京都市西京区上桂森下町25-1 

  西京区役所地域力推進室 総務・防災担当 

 電話 075-381-7157 

⑶  提出方法及び提出期限 

  令和５年２月１０日（金）までに３⑵の場所に郵便を必着させること。

（ただし、郵送が困難な場合は事前連絡の上、持参も可とする。） 

 

４ 入札書の記入について 

⑴  押印は、会社印と代表者印を朱肉により押印すること。 

⑵  入札価格は、仕様書記載の業務を施行するために必要な委託料の合計価

格を消費税及び地方消費税相当額を除いた年額で記載すること。 

⑶  くじ番号（任意の３桁の数字）を記載すること。くじ番号の活用方法に

ついては６落札者の決定方法を参照。 

 

５ 入札方法等 

⑴  入札は、原則、書留郵便（一般書留、簡易書留又はレターパックプラスのいず

れかによる）による。ただし、郵送が困難な場合は事前連絡の上、持参も可と



する。 

⑵  入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒

（長形３号封筒）には、封筒の表面に「２月２０日開札 西京区総合庁

舎清掃業務委託の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏

名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出

済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名）を

記載し、外封筒には「２月２０日開札 西京区総合庁舎清掃業務委託の

入札書在中」と記載したうえ封印すること。 

内封筒には、必ず入札案件ごとの入札書を封入すること。複数の入札書

を入れて郵送された場合はすべて無効とする。外封筒に複数の内封筒を

入れることは可能とする。なお、提出された入札書は、書き換えたり、

撤回することはできない。 

 

６ 落札者の決定方法 

⑴  予定価格は公表しない。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認

資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を

落札者とする。 

⑵  応札額が予定価格を超過した場合は、１回に限り再度の入札（郵便入札）

を行う。この場合は、１回目の開札後、速やかに１回目の最低入札価格

及び再度入札の入札書提出期限等をＦＡＸ等で入札参加者に通知する

ので、提出期限までに５⑵の方法により（別紙３）入札書（再入札）を

書留郵便により送付すること。ただし、郵送が困難な場合は事前連絡の上、

持参も可とする。開札の結果、落札となるべき同価格の入札をしたものが

２者以上あるときはくじにより決定する。（別添２ 郵便入札におけるくじ引

きによる落札者の決定について参照） 

再度の入札でも成立しない場合は、最低入札価格を提示した事業者と交

渉を行い、成立しない場合は、入札価格の低い順で、入札参加者と交渉

を行う。なお、入札参加者の全員と交渉が成立しない場合は、他の事業

者と契約を締結することもある。 



⑶  １回目の開札の結果、落札となるべき同価格の入札をしたものが２者以

上あるときは、１回に限り当該事業者により再度の入札（郵便入札）を

行う。１回目の開札後、速やかに１回目の最低入札価格及び再度入札の

入札書提出期限等をＦＡＸ等で入札参加者に通知するので、提出期限ま

でに５⑵の方法により（別紙３）入札書（再入札）を書留郵便により送

付すること。ただし、郵送が困難な場合は事前連絡の上、持参も可とする。再

度同様の場合はくじにより決定する。（別添２ 郵便入札におけるくじ引きによ

る落札者の決定について参照） 

 

７ 入札期間及び開札日時等 

⑴  書留郵便による入札期間 

令和５年２月１７日（金）午後５時までに、３⑵の場所に必着させるこ

と。（ただし、郵送が困難な場合は事前連絡の上、持参も可とする。） 

⑵  開札日時 

令和５年２月２０日（月）午後２時から開札する。 

⑶  書留郵便による再度入札期間 

令和５年２月２７日（月）午後５時までに、３⑵の場所に必着させるこ

と。（ただし、郵送が困難な場合は事前連絡の上、持参も可とする。） 

⑷  再度開札日時 

令和５年２月２８日（火）午後２時から開札する。 

 

８ 開札の立ち会い 

⑴  入札参加者のうち立ち会いを希望する者があるときは、各事業者１名ま

で開札に立ち会うことができる。立会人が２名に満たない場合は、入札

事務に関係のない職員が開札に立会うこととする。 

⑵  立ち会いを希望する場合は、令和５年２月１６日（水）正午までに、３

⑵の場所に電話にて連絡すること。 

⑶  開札場所及び再度改札場所は西京区役所２階研修室とする。 

 



９ 落札決定の通知等 

⑴  落札決定の通知 

落札決定日の午後３時以降に電話により通知する。 

⑵  落札者以外の入札参加者に対する通知 

落札決定日の翌日から５日（日数の計算に当たっては、休日を除く。）

以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。 

 

10 入札の無効 

⑴  京都市契約事務規則（以下「規則」という。）第６条の２各号（第３号及

び第１３号を除く。）に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚

偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 

⑵  次の場合は、無効又は失格となり、入札には参加できない。 

ア 入札書に記名又は押印（会社印と代表者印）が漏れていたとき 

及び押印が朱肉以外でされていたとき 

イ 価格の記入に訂正又は二重書きがあるとき 

ウ ２通以上の入札書を提出したとき 

 

11 入札保証金及び契約保証金 

免除 

 

12 契約書の作成 

  契約書は、本市がこの入札説明書と共に提示する契約書案に基づいて、原

本２通を作成し、本市及び落札者が記名押印のうえ、それぞれ各１通を保有

することとする。 

 

13 入札及び契約に関する問合せ先 

  ３⑵に同じ。 

 

14 予算不成立の場合の無効 



契約日は令和５年４月１日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立

しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に

係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合におい

ては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・

金額等を大幅に削減することがある。 

なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発

生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求す

ることはできない。 

 

15 その他 

⑴  契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限

る。 

⑵  提出された資料は、返却しない。 

⑶  入札における談合等不正行為があったと認められる場合は、契約を解除

することがある。業者間での不正な価格についての事前打合わせ等は厳

に慎むこと。 

⑷  ２⑵アに該当する者が落札者となったときは、契約の締結時に京都市暴

力団排除条例施行規則第７条に規定する誓約書を提出すること。 

なお、誓約書を提出しない場合は、契約を締結しない。 

 



（入札説明書－別添１） 

郵便入札封筒の記載例（内封筒） 

 

 

 

       内封筒（表）           内封筒（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必須記載事項】 

（表） 

 ・案件名（２月２０日開札 ○○○○業務委託の入札書） 

（裏） 

・入札者の住所、商号及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び 

代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名） 

 

【封入書類】 

入札書（必ず入札案件ごとの入札書を封入すること。） 

  

２
月
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日
開
札 

○
○
○
○
業
務
委
託
の
入
札
書 

㊞ 

㊞ 

○
○
県
○
○
市
○
○
番
地 

○
○
○
○
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
○
○ 

○
○ 



郵便入札封筒の記載例（外封筒） 

 

 

 

       外封筒（表）           外封筒（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必須記載事項】 

（表） 

 ・宛先 〒615-8522 

京都市西京区上桂森下町２５の１ 

西京区役所 地域力推進室 総務・防災担当 宛 

・「２月２０日開札 ○○○○業務委託の入札書在中」の記載（朱書） 

（裏） 

・入札者の住所、商号及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び 

代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名） 

 

【封入書類】 

内封筒（複数の封入も可能） 

２
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開
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○
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○
○
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務
委
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西
京
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所 

地
域
力
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進
室 

総
務
・
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災
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宛 

615-8522 



（入札説明書－別添２） 

 

郵便入札におけるくじ引きによる落札者の決定について 

 

以下の手順によりくじ引きを行い、その当選者を落札者に決定する。 

 

１ くじ引きの手順 

(１) 入札参加者は、入札書の「くじ番号」欄に３桁の任意の自然数(０００～９９９)をあ

らかじめ記入した上で、入札書を作成、郵送する。なお、「くじ番号」欄の各桁の数値が

不明確または未記入の場合は、当該数値に「９」を割り当てる。 

 

【くじ番号記入例】 

1 2 3  この場合、くじ番号は「１２３」 

         

0 1 2  この場合、くじ番号は「１２」 

         

7  9 1   この場合、くじ番号は「７９１」 

 

(２) くじ引きの対象となる入札参加者に対し、入札書に記載された３桁の「くじ番号」の

小さい者から順に０からの番号を付ける。ただし、「くじ番号」が同一の者が２者以上あ

る場合は、当該入札参加者間に付す番号は商号の五十音順とする。 

【例】対象となる者が２者の場合：付ける番号は０、１ 

対象となる者が３者の場合：付ける番号は０、１、２ 

(３) 入札書（無効な入札（入札に参加する者の公募に係る入札説明書等に記載されている

入札参加の条件を具備していない者の提出したもの等）を除く。）に記載された「くじ番

号」を合計する。 

(４) (３)により合計した数値をくじ引きの対象となる入札参加者の数で割り、余りを求め 

る。割り切れた場合は０とする。 

(５) (２)により付けた番号と(４)により算出した余りが一致した者を落札者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 例 

入札参加者 くじ番号 
くじ引きの対象となる入札参加者に付す番号 

パターン１  パターン２  パターン３ 

Ａ 012 0     

Ｂ 123 2 1   

Ｃ 102 1 0 0 

Ｄ 324 3 2 1 

Ｅ 354 4 3   

合計 915 

（Ａ、Ｂ、Ｃ、 

Ｄ、Ｅの５者が 

くじ引きの対象

となった場合） 

（Ｂ、Ｃ、Ｄ、 

Ｅの４者がくじ 

引きの対象とな 

った場合） 

（Ｃ、Ｄの２者が

くじ引きの対象

となった場合） 

 

＜失格者等がいない場合＞ 

パターン１ ： ( 012+123+102+324+354 )÷5＝183 余り 0 → Ａが落札 

(183×5=915) 

パターン２ ： ( 012+123+102+324+354 )÷4＝228 余り 3 → Ｅが落札 

(228×4+3=915) 

パターン３ ： ( 012+123+102+324+354 )÷2＝457 余り 1 → Ｄが落札 

(457×2+1=915) 



（別紙１）

令和５年２月２０日（月）の入札に参加します。

該当する方にチェックを入れてください。

ISO14001・KES認証取得業者であるため、登録証を添付します。

ISO14001・KES認証取得予定であることに、間違いありません。

（予定年月日：　　　　　　　　　　）

（提出期限）令和５年２月１０日

宛先　西京区役所地域力推進室総務・防災担当　市川　行　FAX(075)381-6135

入　札　参　加　票
（西京区総合庁舎清掃業務委託）

会社名　　　　　　　　　　　　㊞



（別紙２）

令和　　　　　年 月 日

印

電話

百万 千 円

円

※くじ番号は任意の３桁の数字を記入してください

入札書の記載及び契約金額について

入　　札　　書

（あて先）　京都市西京区長

入札者の住所（法人にあっては、主た
る事務所の所在地）

入札者の商号及び氏名（法人にあっては、
名称及び代表者名）

　京都市契約事務規則第６条第1項の規定により一般競争入札に参加しま
す。

金　額

くじ番号

　入札参加者は、消費税及び地方消費税課税事業者、免税業者に関係なく、消費税及
び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
　落札金額は、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算したも
のとし、1円未満の端数が生じたときは、端数金額を切り捨てるものとする。

物件の名称 西京区総合庁舎清掃業務委託

物件の数量
及び単価

業務細目名 金額

合計



（別紙３）

令和　　　　　年 月 日

印

電話

百万 千 円

円

入札書の記載及び契約金額について

　入札参加者は、消費税及び地方消費税課税事業者、免税業者に関係なく、消費税及
び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
　落札金額は、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算したも
のとし、1円未満の端数が生じたときは、端数金額を切り捨てるものとする。

物件の名称 西京区総合庁舎清掃業務委託

物件の数量
及び単価

業務細目名 金額

合計

入　札　書（ 再 入 札 ）

（あて先）　京都市西京区長

入札者の住所（法人にあっては、主た
る事務所の所在地）

入札者の商号及び氏名（法人にあっては、
名称及び代表者名）

　京都市契約事務規則第６条第1項の規定により一般競争入札に参加しま
す。

金　額



 １

仕 様 書 

 

西京区役所地域力推進室総務・防災担当 

（担当 市川、村山 電話３８１－７１５７） 

委 託 名 西京区総合庁舎清掃業務委託 

契 約 期 間 令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

契 約 条 件 

 

別添「西京区総合庁舎清掃業務委託仕様書」のとおり 

 

 

   注 本仕様について不明な点がある場合は、西京区役所地域力推進室総務・防災担当 

    の指示に従ってください。 

 

 



 ２

西京区総合庁舎清掃業務委託仕様書 

  

この仕様書においては、京都市西京区役所を「甲」といい、受託業者を「乙」という。 

 

１ 総則 

⑴ 乙は、京都市契約事務規則、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則及び関係法規を遵守し、京都市西

京区総合庁舎の清掃業務を完全に実施すること。 

⑵ 甲は、京都市役所オリジナル環境マネジメントシステム（ＫＹＯＭＳ）実施事業所のため、乙は、甲が行

うＫＹＯＭＳに係る各種取組に積極的に協力すること。また、当該業務に従事する者に、甲の環境方針、取

組事項等を周知すること。  

  

２ 受託業者の資格 

乙は、契約期日までにＩＳＯ１４００１又はＫＥＳの認証取得若しくは取得予定の業者とする。  

 

３ 委託期間 

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

 

４ 実施内容 

 ⑴ 毎日清掃 

乙は、別紙１「清掃の場所及び方法」の「１毎日清掃」で定める業務を、１日１回行うこと。 

⑵ 定期清掃 

乙は、別紙１「清掃の場所及び方法」の「２定期清掃」で定める業務を、実施予定月に行うこと。ただし、

甲が実施予定月の変更を求めた場合は、乙はそれに従うこと。 

⑶ 害虫駆除 

乙は、別紙１「清掃の場所及び方法」の「３害虫駆除」で定める業務を、実施予定月に行うこと。ただし、

甲が実施予定月の変更を求めた場合は、乙はそれに従うこと。 

⑷ 物品補充 

乙は、以下の物品の在庫を確認し、購入のうえ適宜その補充を行うこと。 

ア トイレットペーパー（再生紙１００％のもの） 

イ 手洗い用洗浄消毒液 

ウ 各種ゴミ袋（無色透明又は白色透明のもの） 

⑸ ゴミの分別回収・重量計測 

乙は、１日１回、一般廃棄物及び資源物を、以下の種類で厳密に分別して回収し※１、種類ごとに甲が指

定する場所（西京区総合庁舎の敷地内）に集積すること。 

また、乙は、１日１回、種類ごとに重量を計測し、記録すること。ただし、缶、瓶、ペットボトル、プラ

スチック類の重量の計測及び記録は不要とする。 

（分別の種類） 

一般廃棄物：紙類、厨芥類、その他 

資 源 物：金属類、ガラス類、陶磁器片、缶、瓶、ペットボトル、プラスチック類、その他 

※１ ゴミ箱（袋）、回収箱（袋）、灰皿等に入れられたものを、種類ごとにゴミ袋に入れて集めること。 

⑹ その他 

乙は、汚れ等の目立つ場所がある場合、又は実施内容に不備がある場合は、甲の判断及び指示に従い、随

時又は再度清掃業務を行うこと。 

 

５ 実施日時 

 ⑴ 実施日 

乙は、甲の閉庁日※２以外の日に清掃業務を行うこと。ただし、以下の業務は異なるため、留意すること。 

ア 甲の閉庁日以外の日に実施できない業務、又は実施した場合に甲の執務に支障を及ぼす可能性のある業

務は、甲の閉庁日に行うこと。 

   ※２ 土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～翌年の１月３日 

⑵ 実施時間 

乙は、午前６時３０分から午後５時１５分までの間に、清掃業務を行うこと。ただし、以下の業務は異な



 ３

るため、留意すること。  

ア 事務室、区長室、応接室の清掃は、午前８時３０分までに行うこと。 

イ フロアの清掃は、午前９時までに行うこと。 

ウ 宿直室の清掃は、午前８時３０分以降に行うこと。 

 エ ゴミの分別回収・重量計測（種類ごとに甲が指定する場所（西京区総合庁舎の敷地内）への集積を含む。）

は、甲の指定する時間までに行うこと。 

 オ 所定の時間に実施できない業務は、又は実施した場合に甲の執務に支障を及ぼす可能性のある業務は、

午後５時１５分以降に行うこと。 

 

６ 連絡及び報告 

 ⑴ 連絡 

ア 乙は、毎日、業務開始前及び終了後に、その旨を甲に連絡すること。 

イ 乙は、甲の執務時間中※３に清掃業務を行う場合（毎日清掃を行う場合を除く。）は、事前に連絡し、甲

の承認を得ること。 

  なお、乙は、甲の承認を得た場合であっても、甲が変更を求めた場合は、それに従うこと。 

ウ 乙は、午後５時１５分以降又は甲の閉庁日に清掃業務を行う場合（ワックス塗布、窓ガラスや換気扇の

清掃、害虫駆除等）は、実施１箇月前までに連絡し、甲の承認を得ること。 

  なお、乙は、甲の承認を得た場合であっても、甲が変更を求めた場合は、それに従うこと。 

 ※３ 午前８時３０分～午後５時１５分 

⑵ 報告 

ア 乙は、清掃業務に従事する「清掃従事者」、清掃従事者を指揮監督する「現場作業責任者」を定め、令

和４年４月１日に、別紙２「作業従事者名簿」を提出し、甲の承認を得ること。 

  なお、その後において変更が生じたときは、その都度、速やかに再提出し、甲の承認を得ること。 

イ 乙は、毎月最終日（その日が甲の閉庁日の場合は、直後の開庁日）に、別紙３「月間作業報告書」を提

出し、甲の承認を得ること。 

ウ 乙は、毎月最終日（その日が甲の閉庁日の場合は、直後の開庁日）に、別紙４「廃棄物及び資源物の月

報」を提出し、甲の承認を得ること。 

 

７ 使用機具及び材料 

乙は、清掃業務に必要な機具及び材料等（清掃場所に適した最も効果的なもの）を調達し、使用すること。 

なお、甲の執務時間中に清掃を行う場合は、騒音を発する器具等、甲の執務に支障を及ぼす可能性のある清

掃機具及び材料等は使用しないこと。 

 

８ 使用施設 

乙は、清掃業務に際し、甲の①清掃従事者控室、②ゴミ集積所、③清掃業務に必要な電力及び水道を使用す

ることができる。ただし、清掃従事者控室、ゴミ集積所の清掃等は、乙が行うこと。 

  なお、乙（現場作業責任者、清掃従事者）が開庁時間中に自動車で来庁する場合は、甲の駐車場を使用しな

いこと。 

 

９ 負担区分 

清掃業務に必要な物品（「４実施内容」の「⑷物品補充」で定めるトイレットペーパー、手洗い用洗浄消毒液、

各種ゴミ袋）、機具及び材料（「７使用器具及び材料」で定める清掃業務に必要な機具及び材料等）、その他一切

の経費は、乙の負担とする。 

 

10 その他留意事項 

⑴ 乙は、清掃業務中、甲の承認を得た制服を着用し、左胸に名札を着用すること。 

⑵ 乙は、清掃業務の実施に際し、安全の確保を図り、事故の防止に努めること。  

⑶ 乙は、清掃業務の実施に際し、甲の執務に支障を及ぼすことがないよう、留意すること。 

⑷ 乙は、清掃業務の実施に際し、器物等の破損又は紛失に留意し、書類等には必要以上に触れないこと。 

⑸ 乙は、清掃業務に必要となる鍵を甲から受け取り、業務終了後は、完全に施錠し、直ちに返還すること。 

⑹ 乙は、環境物品等※４の優先使用、電気や水の節約等、環境に配慮して清掃業務を行うこと。 

※４ エコマーク、グリーンマーク、国際エネルギースター、再生紙マーク等の商品 



 ４

 

11 支払方法 

委託料は、１箇月ごとに、年額の１２分の１の金額（１円未満の端数は、４月分に含める。）を当該期間経過

後、乙の請求に基づき支払う。 

なお、「６連絡及び報告」の「（２）報告」の「イ」、別紙３「月間作業報告書」を提出し、甲の承認が得ら 

れない場合、甲は支払を留保することがある。 

 

12 契約の解除 

⑴ 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除できる。 

ア 執務室移転等により、当該施設を清掃する必要がなくなったとき。 

イ その他契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。 

⑵ 甲は、前項の場合、契約金額を変更するものとする。その場合、契約金額を月割りし、清掃業務を実施し 

た月までの金額を支払うものとする。 



(別紙１）

区分 場所 面積（㎡） 材質 方法 回数 実施予定月
1,387.80 Ｐタイル 箒掃き、ゴミ入れのゴミの回収

325.81 パイル地絨毯 掃除機がけ、ゴミ入れのゴミの回収
区長室・応接室 69.75 パイル地絨毯 掃除機がけ、ゴミ入れのゴミの回収

給湯室 69.70 タイル
床清掃、ゴミ入れのゴミの回収・ゴミ袋の取替え、流し
台ゴミの回収、茶殻等の回収、モップ拭き

宿直室 23.00 畳 掃除機がけ、ゴミ入れのゴミの回収
床・便器等の清掃、汚物処理、ゴミ入れのゴミの回収
※便器は消臭効果のある薬剤を毎回使用する
※乾式床のため、箒掃きによる清掃を行う。汚れ等は雑
巾等で取り除き、水分が残らないよう乾いた布等で拭き
取る
※便器の詰まりについてはラバーカップ等で対処する

玄関 108.80 人造石・ガラス 箒掃き、ガラスの雑巾がけ
廊下 362.99 Ｐタイル 箒掃き、ゴミ入れのゴミの回収
階段 105.00 Ｐタイル 箒掃き
客溜り 328.71 Ｐタイル 箒掃き、ゴミ入れのゴミの回収
来庁者用駐車場 1,875.66 アスファルト・鉄板
庁舎前花壇 － 土
庁舎まわり敷地 417.57 アスファルト
職員用喫煙コーナー － － 吸い殻の回収
会議室 379.63 Ｐタイル 箒掃き、ゴミ入れのゴミの回収
研修室 85.00 パイル地絨毯 掃除機がけ、ゴミ入れのゴミの回収
厚生室 69.03 Ｐタイル・畳 掃除機がけ、ゴミ入れのゴミの回収

庁舎まわり敷地 417.57 アスファルト 箒掃き
2週間
に1回

毎月

庁舎まわり敷地 417.57 アスファルト 雑草抜き 年3回 7・8・9月
東側排水溝 － － 側溝清掃 年1回 9月
事務室 1,387.80 Ｐタイル
会議室 379.63 Ｐタイル
廊下・階段 467.99 Ｐタイル
客溜り 333.98 Ｐタイル
窓ガラス 650.00 ガラス 清掃
空調ダクト吸込口 2箇所 －
便所換気扇 6箇所 －
給湯室・会議室換気扇 14箇所 －
事務室換気扇 5箇所 －
客溜り換気扇 1箇所 －
便所小便用便器 8箇所 － 尿石除去 年1回 6月

ピレスロイド系殺虫剤の散布 年2回

年1回

6・12月

6月

6箇月
に1回

6・12月

フェニトロチオンマイクロカプセル
による残留噴霧

事務室等（Ｐタイル部分）、
便所・給湯室

塩ビシート92.72便所

週1回

毎日
1回

事務室等（パイル地絨毯）
３　害虫駆除

325.81 パイル地絨毯

２　定期清掃 洗浄・ワックス塗布

ホコリ・汚れ落とし

2,626.82 Ｐタイル・タイル

毎月

事務室

毎月

6箇月
に1回

清掃の場所及び方法

荒ゴミ取り

6・12月

１　毎日清掃



（別紙２）

令和　　年　　月　　日提出

氏名 年齢 緊急連絡先 従事期間 担当業務 責任者又は従事者

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

※　従事期間欄については，名簿提出時点で予定されている従事期間を記載すること。

※　担当業務欄には，担当する業務又は場所等を記載すること。

※　責任者又は従事者欄には，その区分を記載すること。

※　変更の生じた場合は，その都度，速やかに提出すること。

業者名　　　　　　　　　　　　㊞

作業従事者名簿

              年度分



（別紙３）

令和　　年　　月　　日提出

業者名　　　　　　　　　　　　　㊞

　以下のとおり作業を完了したので、報告します。

場所 方法 回数 実施予定月 実施済

会議室 箒掃き、ゴミ入れのゴミの回収

研修室 掃除機がけ、ゴミ入れのゴミの回収

厚生室 掃除機がけ、ゴミ入れのゴミの回収

来庁者用駐車場

庁舎まわり敷地

庁舎まわり敷地 雑草抜き 年3回 7・8・9月

東側排水溝 側溝清掃 年1回 9月

事務室

会議室

廊下・階段

客溜り

窓ガラス 清掃
6箇月
に1回

6・12月

空調ダクト吸込口

便所換気扇

給湯室・会議室換気扇

事務室換気扇

客溜り換気扇

便所小便用便器 尿石除去 年1回 6月

事務室等（パイル地絨毯） ピレスロイド系殺虫剤の散布 年2回 6・12月

洗浄・ワックス塗布

6月

6・12月

6箇月
に1回

6・12月

年1回

2週間
に1回

毎月

フェニトロチオンマイクロカプセル
による残留噴霧

ホコリ・汚れ落とし

箒掃き

事務室等（Ｐタイル部分）、
便所・給湯室

西京区総合庁舎清掃業務( 　　  月分）月間作業報告書

定期清掃・害虫駆除の報告（実施した場合は「実施済」欄に○印を記入する。）

週1回 毎月

6箇月
に1回



（別紙４）

業者名

氏　名

紙類 厨芥類 その他 金属類 ガラス類 陶磁器片 缶 瓶
ペット
ボトル

プラス
チック類

その他

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

合計

※　単位は「ｋｇ」で記入すること。

※　毎月最終日（その日が甲の閉庁日の場合は、直後の閉庁日でない日）までに地域力推進室総務・防災担当まで提出すること。

※　缶、瓶、ペットボトル、プラスチック類の重量計測は不要。（分別は必要）

廃棄物及び資源物の月報　（令和　　年　　月分）

資源物一般廃棄物

記録者



面 接 室

保年

倉庫

応接

リフレッシュ

ルーム

保険年金課

面接室

西京区総合庁舎見取図

電気室

地階
監視員室

冷温水発生機室
ドライ

エリア

霊安室 機械室

ドライ
会議室

１階

湯沸

洗濯室

作業室

倉庫エリア

保年 選管
ＥＶ

倉庫スペース

会計担当

倉庫

倉庫
倉庫

ダクト会計 宿直室

生活福祉課

電算室

倉庫

男 洋式 女

ＷＣ ＷＣ ＷＣ

応接

健康長寿推進課 市民窓口課

湯沸

中庭

障害保健福祉課

福祉

湯沸 市民窓口課倉庫

湯沸

更衣室
更衣 区役所

玄関 室 玄関
面接室

授乳室
倉庫 相談室

マイナンバーカード
交付コーナー

エコまちステーショ
ン



室

応接室 区長室

湯沸

倉庫

地域力推進室まちづくり推進担
当

衛生コーナー

税臨時窓口

納税倉庫

２階
ＰＳ

和室 機械室

機械室

湯沸
機械室

研修室

清掃従事者
控室

旧電話 休憩

ＥＶ
交換室

男 洋式 女

倉庫
ＷＣ ＷＣ ＷＣ

地域力推進室
総務・防災担当

大会議室

倉庫

中庭

倉庫

中会議室

３階

冷却塔
倉庫

ＥＶ

機械室

屋上

湯沸

厚生室

就労支援室 小会議室 湯沸

相談室


